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「年次有給休暇の発給」に関する申し入れ

大阪第二運輸所で２０１８年３月分の勤務指定において、社員が年休の時季指定をして

いないのに勤務指定が「年休」となっている事態が発生している。

この事態について、下記のとおり申し入れるので早急に協議の場を設定すること。

記

１．社員が年休の時季を指定していない日を、会社が勝手に年休として勤務指定したこと

について、会社の見解を明らかにすること。

２．社員が時季指定してない日に、会社が勝手に年休を発給することは、労働基準法、就

業規則に違反するものである。会社は速やかに訂正し、当該社員に謝罪すること。

３．会社は、当該社員に具体的な対処方法の希望を聞き対処すること。

４．今回、会社が勝手に年休を発給した社員は何名いるのか、職場毎の人数を明らかにす

ること。

５．今後、年休に関する取扱いは厳正に行うこと。

以上


